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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機のモータに印加される電流値及び前記圧縮機のモータに印加される電圧値に基づ
いて、前記圧縮機の速度推定値を演算する速度演算器と、
　一周期間の前記速度推定値を積分して速度積分値を出力し、該速度積分値及び前記電流
値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、前記の検出された機械的共振周
波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部と、
　前記圧縮機の現在の運転周波数を、決定された運転周波数基準値に一致するように変化
させる制御器と、
　を含み、
　前記運転周波数基準値決定部は、一周期間の各前記速度積分値と各前記電流値とを乗算
し、前記乗算された値の和がゼロのときの運転周波数を、前記運転周波数基準値として決
定し、
　前記乗算された値の和がゼロのときの前記運転周波数は、前記圧縮機の機械的共振周波
数と一致することを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項２】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを
乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和
より大きいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より大きいと、前記現在の
運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算
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した値の和がゼロとなるときの運転周波数を、前記運転周波数基準値として決定すること
を特徴とする請求項１に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項３】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを
乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和
より大きいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より小さいと、現在の運転
周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算した
値の和がゼロとなるときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定することを特徴と
する請求項１に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項４】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを
乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和
より小さいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より小さいと、前記現在の
運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算
した値の和がゼロとなるときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定することを特
徴とする請求項１に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項５】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを
乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和
より小さいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より大きいと、前記現在の
運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の前記の各速度積分値と各電流値とを乗算
した値の和がゼロとなるときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定することを特
徴とする請求項１に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項６】
　圧縮機のモータに印加される電流を検出する電流検出器と、
　前記モータに印加される電圧を検出する電圧検出器と、
　前記の検出された電流及び電圧の値、並びにモータ常数に基づいて、前記圧縮機のスト
ローク推定値及び速度推定値を演算するストローク／速度演算器と、
　一周期間の前記速度推定値を積分して速度積分値を出力し、該速度積分値及び前記電流
の値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、該検出された機械的共振周波
数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部と、
　前記ストローク／速度演算器から出力されるストローク推定値とストローク基準値とを
比較し、その比較結果による差値を出力する比較器と、
　現在の運転周波数を、決定された運転周波数基準値に一致するように変化させ、前記比
較器から出力される差値によって、前記圧縮機のモータに印加される電圧を変化させるこ
とにより、前記圧縮機の運転を制御する制御器と、
　を含み、
　前記運転周波数基準値決定部は、各前記速度積分値と各前記電流値とを乗算し、前記乗
算された値の和がゼロのときに検出された運転周波数を、前記運転周波数基準値として決
定することを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項７】
　圧縮機のモータに印加される電流値及び前記圧縮機のモータに印加される電圧値に基づ
いて、前記圧縮機のストローク推定値を演算するストローク演算器と、
　一周期間の前記電流値を積分して電流積分値を出力し、該ストローク推定値及び前記電
流積分値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、該検出された機械的共振
周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部と、
　前記圧縮機の現在の運転周波数を、決定された運転周波数基準値に一致するように変化
させる制御器と、
　を含み、
　前記運転周波数基準値決定部は、各前記ストローク推定値と一周期間の各前記電流積分
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値とを乗算し、前記乗算された値の和が最大のときの運転周波数を、前記運転周波数基準
値として決定し、
　前記乗算された値の和が最大のときの前記運転周波数は、前記圧縮機の機械的共振周波
数と一致することを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項８】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流
積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流積分
値とを乗算した値の和より大きいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より
大きいと、前記現在の運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の前記の各ストロー
ク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、前記運転周波
数基準値として決定することを特徴とする請求項７に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項９】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流
積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流積分
値とを乗算した値の和より大きいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より
小さいと、現在の運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の前記の各ストローク推
定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周波数基準値
として決定することを特徴とする請求項７に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項１０】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流
積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流積分
値とを乗算した値の和より小さいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より
小さいと、前記現在の運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の前記の各ストロー
ク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周波数基
準値として決定することを特徴とする請求項７に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項１１】
　前記運転周波数基準値決定部は、現在の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流
積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の前記の各ストローク推定値と各電流積分
値とを乗算した値の和より小さいと共に、現在の運転周波数が前記以前の運転周波数より
大きいと、前記現在の運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の前記の各ストロー
ク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周波数基
準値として決定することを特徴とする請求項７に記載の圧縮機の運転制御装置。
【請求項１２】
　圧縮機のモータに印加される電流を検出する電流検出器と、
　前記モータに印加される電圧を検出する電圧検出器と、
　前記の検出された電流及び電圧の値、並びにモータ常数に基づいて、前記圧縮機のスト
ローク推定値を演算するストローク演算器と、
　一周期間の前記電流値を積分して電流積分値を出力し、前記ストローク推定値及び前記
電流積分値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、該検出された機械的共
振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部と、
　前記ストローク演算器から出力されるストローク推定値とストローク基準値とを比較し
、その比較結果による差値を出力する比較器と、
　現在の運転周波数を、決定された運転周波数基準値に一致するように変化させ、前記比
較器から出力される差値によって、前記圧縮機のモータに印加される電圧を変化させるこ
とにより、前記圧縮機の運転を制御する制御器と、
　を含み、
　前記運転周波数基準値決定部は、各前記ストローク推定値と各前記電流積分値とを乗算
し、前記乗算された値の和が最大のときに検出された運転周波数を、前記運転周波数基準
値として決定することを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮機に関し、特に、往復動式圧縮機の運転制御装置及びその方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、往復動式圧縮機は、回転運動を直線運動に変換するクランクシャフトがないた
め摩擦損失が少なく、これにより、圧縮効率が一般の圧縮機より高い。
【０００３】
　往復動式圧縮機を冷蔵庫やエアコンに使用する場合は、往復動式圧縮機に入力されるス
トローク電圧を変化させて、往復動式圧縮機の圧縮比を変化させることにより、冷力を制
御することができる。
【０００４】
　以下、このような従来の往復動式圧縮機について、図７を参照して説明する。
【０００５】
　図７は、従来の往復動式圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図である。
【０００６】
　図７に示すように、従来の往復動式圧縮機の運転制御装置は、圧縮機６のモータ(図示
せず)に印加される電流を検出する電流検出器４と、モータに印加される電圧を検出する
電圧検出器３と、この検出された電流及び電圧の値、並びにモータ常数に基づいて、圧縮
機６のストローク推定値を演算するストローク演算器５と、この演算されたストローク推
定値と予め設定されたストローク基準値とを比較し、その比較結果による差値を出力する
比較器１と、この差値によってモータに印加される電圧を変化させて、圧縮機６の運転(
ストローク)を制御するストローク制御器２と、から構成される。
【０００７】
　以下、このように構成された従来の往復動式圧縮機の運転制御装置の動作を説明する。
【０００８】
　まず、電流検出器４は、圧縮機６のモータ(図示せず)に印加される電流を検出し、その
検出された電流値をストローク演算器５に出力する。このとき、電圧検出器３は、モータ
に印加される電圧を検出し、その検出された電圧値をストローク演算器５に出力する。
【０００９】
　次いで、ストローク演算器５は、上記の検出された電流値及び電圧値、並びにモータ常
数を下記の式(１)に代入して、圧縮機６のストローク推定値(Ｘ)を演算した後、その演算
されたストローク推定値(Ｘ)を比較器１に印加する。
【００１０】
【数１】

【００１１】
　式中、Ｒはモータの抵抗値、Ｌはモータのインダクタンス値、αはモータ常数、ＶMは
モータに印加される電圧値、ｉはモータに印加される電流値、ｄｉ／ｄｔはモータに印加
される電流ｉの時間変化率である。
【００１２】
　その後、比較器１は、上記のストローク推定値とストローク基準値とを比較し、その比
較結果による差値をストローク制御器２に印加する。
【００１３】
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　次いで、ストローク制御器２は、上記の差値に基づいて、圧縮機６のモータに印加され
る電圧を変化させることにより、圧縮機６のストロークを制御する。
【００１４】
　以下、このような従来の往復動式圧縮機の運転制御方法を、図８を参照してより詳しく
説明する。
【００１５】
　図８は、従来の往復動式圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートである。
【００１６】
　まず、ストローク演算器５により、上記のストローク推定値が比較器１に印加されると
(ステップＳ１)、比較器１は、このストローク推定値と予め設定されたストローク基準値
とを比較し(ステップＳ２)、その比較結果による差値をストローク制御器２に出力する。
【００１７】
　次いで、ストローク制御器２は、上記のストローク推定値がストローク基準値より小さ
いと、圧縮機６のストロークを制御するために、モータに印加される電圧を増加させ(ス
テップＳ３)、また、ストローク推定値がストローク基準値より大きいと、モータに印加
される電圧を減少させる(ステップＳ４)。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、このような従来の往復動式圧縮機の運転制御装置及びその方法において
は、ストローク推定値及びストローク基準値に基づいて圧縮機のモータに印加される電圧
を変化させることによって、圧縮機の機械的共振周波数が変動するにもかかわらず、常に
同一の運転周波数で圧縮機を運転させるため、圧縮機の運転効率が低下するという問題点
があった。
【００１９】
　本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたもので、圧縮機の負荷が変
動しても圧縮機の運転効率を向上させることができる圧縮機の運転制御装置及びその方法
を提供することを目的とする。 
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　このような目的を達成するために、本発明による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機のモ
ータに印加される電流値及び前記圧縮機のモータに印加される電圧値に基づいて、前記圧
縮機のストローク推定値及び速度推定値を演算するストローク／速度演算器と、前記速度
推定値を積分して速度積分値を出力し、前記速度積分値及び前記電流値に基づいて、前記
圧縮機の機械的共振周波数を検出し、前記の検出された機械的共振周波数を運転周波数基
準値として決定する運転周波数基準値決定部と、前記の決定された運転周波数基準値によ
って、前記圧縮機の現在の運転周波数を変化させる制御器と、から構成される。
【００２１】
　また、本発明による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機のモータに印加される電流を検出
する電流検出器と、前記モータに印加される電圧を検出する電圧検出器と、前記検出され
た電流及び電圧の値、並びに前記モータ常数に基づいて、前記圧縮機のストローク推定値
及び速度推定値を演算するストローク／速度演算器と、前記速度推定値を積分して速度積
分値を出力し、該速度積分値及び前記電流値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数
を検出し、前記検出された機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波
数基準値決定部と、前記ストローク演算器から出力されるストローク推定値とストローク
基準値とを比較し、その比較結果による差値を出力する比較器と、前記決定された運転周
波数基準値によって、現在の運転周波数を変化させ、前記比較器から出力される差値によ
って、前記圧縮機のモータに印加される電圧を変化させることにより、前記圧縮機の運転
を制御する制御器と、から構成される。
【００２２】
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　そして、本発明による圧縮機の運転制御方法は、圧縮機のモータに印加される電流値及
び前記モータに印加される電圧値に基づいて演算された圧縮機の速度推定値を積分して、
速度積分値を出力する段階と、前記速度積分値及び前記電流値に基づいて、前記圧縮機の
機械的共振周波数を検出する段階と、前記機械的共振周波数を前記圧縮機の運転周波数基
準値として決定する段階と、前記決定された運転周波数基準値によって、前記圧縮機の運
転周波数を変化させる段階と、からなる。
【００２３】
　また、本発明による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機のモータに印加される電流値及び
前記圧縮機のモータに印加される電圧値に基づいて、前記圧縮機のストローク推定値を演
算するストローク演算器と、前記電流値を積分して電流積分値を出力し、前記ストローク
推定値及び前記電流積分値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、前記検
出された機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部と
、前記決定された運転周波数基準値によって、前記圧縮機の現在の運転周波数を変化させ
る制御器と、から構成される。
【００２４】
　また、本発明による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機のモータに印加される電流を検出
する電流検出器と、前記モータに印加される電圧を検出する電圧検出器と、前記検出され
た電流及び電圧の値、並びに前記モータ常数に基づいて、前記圧縮機のストローク推定値
を演算するストローク演算器と、前記電流値を積分して電流積分値を出力し、前記ストロ
ーク推定値及び前記電流積分値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出し、前
記検出された機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定
部と、前記ストローク演算器から出力されるストローク推定値とストローク基準値とを比
較し、その比較結果による差値を出力する比較器と、前記決定された運転周波数基準値に
よって、現在の運転周波数を変化させ、前記比較器から出力される差値によって、前記圧
縮機のモータに印加される電圧を変化させることにより、前記圧縮機の運転を制御する制
御器と、から構成される。
【００２５】
　そして、本発明による圧縮機の運転制御方法は、圧縮機のモータに印加される電流値及
び前記モータに印加される電圧値に基づいて、前記圧縮機のストローク推定値を演算する
段階と、前記電流値を積分して電流積分値を出力する段階と、前記ストローク推定値及び
前記電流積分値に基づいて、前記圧縮機の機械的共振周波数を検出する段階と、前記機械
的共振周波数を前記圧縮機の運転周波数基準値として決定する段階と、前記決定された運
転周波数基準値によって、前記圧縮機の運転周波数を変化させる段階と、からなる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明による圧縮機の運転制御装置及びその方法においては、圧縮機の負荷が変動する
度に、一周期間の各速度積分値及び各電流値に基づいて、圧縮機の機械的共振周波数を検
出し、その検出された機械的共振周波数によって、圧縮機の運転周波数を変化させること
により、圧縮機の負荷が変動しても圧縮機の運転効率を向上させることができるという効
果がある。
【００２７】
　また、本発明による圧縮機の運転制御装置及びその方法においては、圧縮機の負荷が変
動する度に、一周期間の各ストローク推定値及び各電流積分値に基づいて、圧縮機の機械
的共振周波数を検出し、その検出された機械的共振周波数によって、圧縮機の運転周波数
を変化させることにより、圧縮機の負荷が変動しても圧縮機の運転効率を向上させること
ができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、圧縮機の負荷が変動しても圧縮機の運転効率を向上させることができる圧縮機の
運転制御装置及びその方法の好ましい実施形態を、図１～図６を参照して説明する。
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【００２９】
　図１は、本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図で
ある。
【００３０】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機６０
のモータ(図示せず)に印加される電流を検出する電流検出器４０と、圧縮機６０のモータ
に印加される電圧を検出する電圧検出器３０と、この検出された電流及び電圧の値、並び
にモータ常数に基づいて、圧縮機６０のストローク推定値及び速度推定値を演算するスト
ローク／速度演算器５０と、上記の速度推定値を積分し、この積分された速度推定値及び
上記の検出された電流値に基づいて、圧縮機６０の機械的共振周波数を検出し、この検出
された機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部７０
と、ストローク／速度演算器５０から出力されるストローク推定値とストローク基準値と
を比較し、その比較結果による差値を出力する比較器１０と、上記の決定された運転周波
数基準値によって、現在の運転周波数を変化させ、比較器１０から出力される差値によっ
て、圧縮機６０のモータに印加される電圧を変化させることにより、圧縮機６０の運転を
制御する制御器２０と、から構成される。
【００３１】
　以下、このように構成された本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御装置の動作
を説明する。
【００３２】
　まず、電流検出器４０は、圧縮機６０に印加される電流を検出し、その検出された電流
値を、ストローク／速度演算器５０及び運転周波数基準値決定部７０にそれぞれ出力する
。このとき、電圧検出器３０は、圧縮機６０に印加される電圧を検出し、その検出された
電圧値を、ストローク／速度演算器５０に出力する。
【００３３】
　次いで、ストローク／速度演算器５０は、電流検出器４０から出力される電流値及び電
圧検出器３０から出力される電圧値、並びに予め設定されたモータ常数に基づいて、圧縮
機６０のストローク推定値及び速度推定値を演算した後、その演算されたストローク推定
値と速度推定値をそれぞれ、比較器１０と運転周波数基準値決定部７０に出力する。
【００３４】
　その後、比較器１０は、ストローク基準値とストローク／速度演算器５０から出力され
るストローク推定値とを比較し、その比較結果による差値を制御器２０に出力する。
【００３５】
　その後、制御器２０は、比較器１０から出力される差値によって、圧縮機６０に印加さ
れる電圧を変化させることにより、圧縮機６０の運転を制御する。
【００３６】
　一方、運転周波数基準値決定部７０は、上記の速度推定値を積分し、その積分された速
度推定値(以下、速度積分値という)、及び電流検出器４０により検出された電流値に基づ
いて、圧縮機６０の機械的共振周波数を検出し、この検出された機械的共振周波数を運転
周波数基準値として決定する。
【００３７】
　例えば、運転周波数基準値決定部７０は、モータが共振状態のとき、一周期間の各速度
積分値と各電流値とを乗算した値の和がゼロ(０)のときの運転周波数を、運転周波数基準
値として決定する。即ち、運転周波数基準値決定部７０は、運転周波数を変えて運転した
場合に、上記の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和がゼロのときに検出された運
転周波数を、機械的共振周波数として認識し、この機械的共振周波数を運転周波数基準値
として決定する。ここで、運転周波数と機械的共振周波数とが一致するとき、圧縮機６０
の運転効率が向上する。なお、上記の「一周期間の各速度積分値と各電流値」などの記載
の「各」は、「一周期間の各サンプリング時点での」ということを意味する。
【００３８】
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　上記の機械的共振周波数値は、下記の式(２)により得られる。
【００３９】
【数２】

【００４０】
　即ち、運転周波数基準値決定部７０は、上記の式(２)の第１式が成り立つときの運転周
波数を機械的共振周波数として認識し、この機械的共振周波数を運転周波数基準値として
決定する。式中、ｖは速度推定値で、前記の式(１)を時間微分して得られる上記の式(２)
の第２式より演算され、またｉはモータに印加される電流値である。
【００４１】
　なお、上記の式(２)の第１式は、
【００４２】
【数３】

【００４３】
と書き換えることができ、ここで、ｖmはサンプリング点ｍでの速度推定値、ｉnはサンプ
リング点ｎでの電流値、Ｎは一周期間のサンプリング回数、Δｔはサンプリング周期であ
る。
【００４４】
　その後、制御器２０は、運転周波数基準値決定部７０から出力される運転周波数基準値
によって、圧縮機６０の現在の運転周波数を変化させることにより、圧縮機６０の運転を
制御する。即ち、制御器２０は、上記の運転周波数基準値が現在の運転周波数値より大き
いと、この現在の運転周波数を増加させ、上記の運転周波数基準値が現在の運転周波数値
より小さいと、この現在の運転周波数を減少させる。
【００４５】
　以下、このような圧縮機のストロークの位相及び電流の位相について、図２Ａ及び図２
Ｂを参照して説明する。
【００４６】
　図２(Ａ)は、本発明の第１実施形態による圧縮機のモータに印加される電流の位相、及
び圧縮機のストロークの位相を示すグラフである。ここで、ストロークとは、圧縮機のピ
ストンが往復運動を行うときのピストンの位置をいい、また、ストロークの位相とは、ピ
ストンが往復運動を行うときのピストンの位置による波形(正弦波)をいう。
【００４７】
　図２(Ａ)に示すように、上記のストロークの位相と電流の位相との差は９０°であり、
圧縮機の負荷が変動しても、上記のストロークの位相と電流の位相との差が９０°のとき
に共振現象が起こることを、実験を通して明らかにした。
【００４８】
　図２(Ｂ)は、図２(Ａ)のストロークの速度の位相、及び電流の位相を示す図である。
【００４９】
　前述のように圧縮機の負荷が変動しても、上記のストロークの速度を積分した波形をサ
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ンプリングした各速度積分値とモータに印加される各電流値とを乗算した値の和がゼロの
ときに共振現象が起こることを、実験を通して明らかにした。即ち、モータが共振状態の
とき、一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算し、これらの乗算された値を加算する
と、その加算された値はゼロとなる。従って、上記の各電流値と各速度積分値とを乗算し
た値の和がゼロのときに検出された運転周波数は、機械的共振周波数と一致する。
【００５０】
　以下、一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算し、これらの乗算された値を加算し
て、その加算された値がゼロのときに運転周波数を検出し、その検出された運転周波数値
を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部７０の動作を、図３を参照し
て詳細に説明する。
【００５１】
　図３は、本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートであ
る。
【００５２】
　本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御方法は、圧縮機に印加される電流値及び
電圧値を検出する段階と、この電流値及び電圧値に基づいて、圧縮機のストローク推定値
及び速度推定値を演算する段階と、この速度推定値を積分して速度積分値を出力する段階
と、一周期間のサンプリングの各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和に基づいて、
圧縮機の機械的共振周波数を検出し、この機械的共振周波数を運転周波数基準値として決
定する段階と、この決定された運転周波数基準値によって、圧縮機の現在の運転周波数を
変化させる段階と、からなる。ここで、上記の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗
算した値の和がゼロのときに検出された運転周波数は、圧縮機の機械的共振周波数と一致
する。従って、上記の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和がゼロのと
きの運転周波数によって、圧縮機の現在の運転周波数を変化させると、この変化させた運
転周波数が機械的共振周波数と一致するので、圧縮機の運転効率が向上する。
【００５３】
　即ち、図３に示すように、まず、運転周波数基準値決定部７０は、現在の一周期間の各
速度積分値と各電流値とを乗算し、これらの乗算された値の和を計算し(ステップＳ１１)
、その計算された和を、以前の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和と
比較する(ステップＳ１２)。
【００５４】
　その後、運転周波数基準値決定部７０は、現在の一周期間の各速度積分値と各電流値と
を乗算した値の和が、以前の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和より
大きいと共に、圧縮機６０の現在の運転周波数が以前の運転周波数より大きいと(ステッ
プＳ１３)、上記の現在の運転周波数を減少させ続けて、一周期間の各速度積分値と各電
流値とを乗算した値の和がゼロのときの運転周波数(機械的共振周波数と一致する)を、運
転周波数基準値として決定する(ステップＳ１５)。
【００５５】
　これに対して、運転周波数基準値決定部７０は、現在の一周期間の各速度積分値と各電
流値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の
和より大きいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より小さいと(ステップＳ１
３)、現在の運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の各速度積分値と各電流値と
を乗算した値の和がゼロのときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定する(ステ
ップＳ１６)。
【００５６】
　一方、運転周波数基準値決定部７０は、現在の一周期間の各速度積分値と各電流値とを
乗算した値の和が、以前の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和より小
さいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より小さいと(ステップＳ１４)、現在
の運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した
値の和がゼロのときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定する(ステップＳ１７)
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。
【００５７】
　これに対して、運転周波数基準値決定部７０は、現在の一周期間の各速度積分値と各電
流値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の
和より小さいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より大きいと(ステップＳ１
４)、前記現在の運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の各速度積分値と各電流
値とを乗算した値の和がゼロのときの運転周波数を、運転周波数基準値として決定する(
ステップＳ１８)。
【００５８】
　従って、上記の一周期間の各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和がゼロのときに
検出された運転周波数は、圧縮機の機械的共振周波数と一致するので、上記の一周期間の
各速度積分値と各電流値とを乗算した値の和がゼロのときの運転周波数によって運転する
ように、現在の運転周波数を変化させると、圧縮機の運転効率が向上する。即ち、本発明
は、往復動式圧縮機の運転中に、圧縮機の負荷が変動する度に、一周期間の各速度積分値
及び各電流値に基づいて、圧縮機の機械的共振周波数を検出し、この検出された機械的共
振周波数によって運転するように、圧縮機の運転周波数を変化させることにより、圧縮機
の運転効率を向上させることができる。
【００５９】
　一方、本発明は、モータに印加される電流を積分し、その積分された電流値及び前記の
ストローク推定値に基づいて、圧縮機の機械的共振周波数を検出することもできる。
【００６０】
　以下、上記の積分された電流値及びストローク推定値に基づいて、圧縮機の機械的共振
周波数を検出し、この検出された機械的共振周波数で運転するように、圧縮機の運転周波
数を変化させることにより、圧縮機の運転効率を向上させることができる第２実施形態の
圧縮機の運転制御装置を、図４～図６を参照して説明する。
【００６１】
　本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御装置は、運転周波数基準値決定部１００
及びストローク演算器５０を除いては、本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御装
置とその構成が同じであるので、その他の構成要素には同じ符号を付する。
【００６２】
　図４は、本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図で
ある。
【００６３】
　図４に示すように、本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御装置は、圧縮機６０
のモータ(図示せず)に印加される電流を検出する電流検出器４０と、圧縮機６０のモータ
に印加される電圧を検出する電圧検出器３０と、上記の検出された電流及び電圧の値、並
びにモータ常数に基づいて、圧縮機６０のストローク推定値を演算するストローク演算器
５０と、上記の検出された電流値を積分し、この積分された電流値及び上記の検出された
ストローク推定値に基づいて、圧縮機６０の機械的共振周波数を検出し、この検出された
機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部１００と、
ストローク演算器５０から出力されるストローク推定値とストローク基準値とを比較し、
その比較結果による差値を出力する比較器１０と、上記の決定された運転周波数基準値に
よって、現在の運転周波数を変化させ、比較器１０から出力される差値によって、圧縮機
６０のモータに印加される電圧を変化させることにより、圧縮機６０の運転を制御する制
御器２０と、から構成される。
【００６４】
　以下、このように構成された本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御装置の動作
を説明する。
【００６５】
　まず、電流検出器４０は、圧縮機６０に印加される電流を検出し、その検出された電流
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値を、ストローク演算器５０及び運転周波数基準値決定部１００にそれぞれ出力する。こ
のとき、電圧検出器３０は、圧縮機６０に印加される電圧を検出し、その検出された電圧
値を、ストローク演算器５０に出力する。
【００６６】
　次いで、ストローク演算器５０は、電流検出器４０から出力される電流値及び電圧検出
器３０から出力される電圧値、並びに予め設定されたモータ常数に基づいて、圧縮機６０
のストローク推定値を演算した後、その演算されたストローク推定値を、比較器１０及び
運転周波数基準値決定部１００にそれぞれ出力する。
【００６７】
　その後、比較器１０は、ストローク基準値とストローク演算器５０から出力されるスト
ローク推定値とを比較し、その比較結果による差値を制御器２０に出力する。
【００６８】
　その後、制御器２０は、比較器１０から出力される差値によって、圧縮機６０に印加さ
れる電圧を変化させることにより、圧縮機６０の運転を制御する。
【００６９】
　一方、運転周波数基準値決定部１００は、上記の検出された電流値を積分し、その積分
された電流値(以下、電流積分値という)、及び上記のストローク推定値に基づいて、圧縮
機６０の機械的共振周波数を検出し、この検出された機械的共振周波数を運転周波数基準
値として決定する。
【００７０】
　例えば、運転周波数基準値決定部１００は、モータが共振状態のとき、一周期間の各電
流積分値と各ストローク推定値とを乗算した値の和が最大のときに検出された運転周波数
を、運転周波数基準値として決定する。即ち、運転周波数基準値決定部１００は、上記の
各電流積分値と各ストローク推定値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、機
械的共振周波数として認識し、この機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する
。ここで、運転周波数と機械的共振周波数とが一致するとき、圧縮機６０の運転効率が向
上する。なお、上記の「一周期間の各電流積分値と各ストローク推定値」などの記載の「
各」は、「一周期間の各サンプリング時点での」という意味である。
【００７１】
　上記の機械的共振周波数値は、下記の式(３)により得られる。
【００７２】
【数４】

【００７３】
　即ち、運転周波数基準値決定部１００は、上記の式(３)の左辺により得られた値が最大
(ＭＡＸ)のときの運転周波数を機械的共振周波数として認識し、この機械的共振周波数を
運転周波数基準値として決定する。式中、Ｘはストローク推定値で、ｉはモータに印加さ
れる電流値である。
【００７４】
　なお、上記の式(３)は、
【００７５】
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【数５】

【００７６】
と書き換えることができ、ここで、ｉmはサンプリング点ｍでの電流値、Ｘnはサンプリン
グ点ｎでのストローク推定値、Ｎは一周期間のサンプリング回数、Δｔはサンプリング周
期である。
【００７７】
　その後、制御器２０は、運転周波数基準値決定部１００から出力される運転周波数基準
値によって、圧縮機６０の現在の運転周波数を変化させることにより、圧縮機６０の運転
を制御する。即ち、制御器２０は、上記の運転周波数基準値が現在の運転周波数値より大
きいと、現在の運転周波数を増加させ、上記の運転周波数基準値が現在の運転周波数値よ
り小さいと、現在の運転周波数を減少させる。
【００７８】
　以下、このような圧縮機のストロークの位相及び電流の位相について、図５を参照して
説明する。
【００７９】
　図５は、本発明の第２実施形態による圧縮機のモータに印加される電流の積分値、及び
圧縮機のストロークの位相を示すグラフである。即ち、図５は、図２(Ａ)の電流を積分し
た位相、及びストロークの位相を示す図である。
【００８０】
　図５に示すように、圧縮機の負荷が変動しても、上記各ストローク推定値と各電流積分
値とを乗算した値の和が最大のときに共振現象が起こることを、実験を通して明らかにし
た。即ち、モータが共振状態のとき、一周期間の各電流積分値と各ストローク推定値とを
乗算し、これらの乗算された値を加算すると、その加算された値は最大となる。従って、
上記の各電流積分値と各ストローク推定値とを乗算した値の和が最大のときに検出された
運転周波数は、機械的共振周波数と一致する。
【００８１】
　以下、一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算し、これらの乗算された
値を加算して、その加算された値が最大のときに運転周波数を検出し、その検出された運
転周波数値を運転周波数基準値として決定する運転周波数基準値決定部１００の動作を、
図６を参照して詳細に説明する。
【００８２】
　図６は、本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートであ
る。
【００８３】
　本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御方法は、圧縮機に印加される電流値及び
電圧値を検出する段階と、この電流値及び電圧値に基づいて、圧縮機のストローク推定値
を演算する段階と、上記の電流値を積分して電流積分値を出力する段階と、一周期間の各
ストローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和に基づいて、圧縮機の機械的共振周
波数を検出し、この機械的共振周波数を運転周波数基準値として決定する段階と、この決
定された運転周波数基準値によって、圧縮機の現在の運転周波数を変化させる段階と、か
らなる。ここで、上記の一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の
和が最大のときの運転周波数は、圧縮機の機械的共振周波数と一致する。従って、上記の
一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周
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波数によって、圧縮機の現在の運転周波数を変化させると、この変化された運転周波数が
機械的共振周波数と一致するので、圧縮機の運転効率が向上する。
【００８４】
　即ち、図６に示すように、まず、運転周波数基準値決定部１００は、現在の一周期間の
各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算し、これらの乗算された値の和を計算し(ス
テップＳ２１)、その計算された和を、以前の一周期間の各ストローク推定値と各電流積
分値とを乗算した値の和と比較する(ステップＳ２２)。
【００８５】
　その後、運転周波数基準値決定部１００は、現在の一周期間の各ストローク推定値と各
電流積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値
とを乗算した値の和より大きいと共に、圧縮機６０の現在の運転周波数が以前の運転周波
数より大きいと(ステップＳ２３)、現在の運転周波数を増加させ続けて、一周期間の各ス
トローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数(機械的共
振周波数と一致する)を、運転周波数基準値として決定する(ステップＳ２５)。
【００８６】
　これに対し、運転周波数基準値決定部１００は、現在の一周期間の各ストローク推定値
と各電流積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各ストローク推定値と各電流積
分値とを乗算した値の和より大きいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より小
さいと(ステップＳ２３)、現在の運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の各スト
ローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周波
数基準値として決定する(ステップＳ２６)。
【００８７】
　一方、運転周波数基準値決定部１００は、現在の一周期間の各ストローク推定値と各電
流積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値と
を乗算した値の和より小さいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より小さいと
(ステップＳ２４)、現在の運転周波数を増加させ続けて、現在の一周期間の各ストローク
推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周波数基準
値として決定する(ステップＳ２７)。
【００８８】
　これに対して、運転周波数基準値決定部１００は、現在の一周期間の各ストローク推定
値と各電流積分値とを乗算した値の和が、以前の一周期間の各ストローク推定値と各電流
積分値とを乗算した値の和より小さいと共に、現在の運転周波数が以前の運転周波数より
大きいと(ステップＳ２４)、現在の運転周波数を減少させ続けて、現在の一周期間の各ス
トローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数を、運転周
波数基準値として決定する(ステップＳ２８)。
【００８９】
　従って、上記の一周期間の各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最
大のときの運転周波数は、圧縮機の機械的共振周波数と一致するので、上記の一周期間の
各ストローク推定値と各電流積分値とを乗算した値の和が最大のときの運転周波数によっ
て、現在の運転周波数を変化させると、圧縮機の運転効率が向上する。即ち、本発明は、
往復動式圧縮機の運転中に、圧縮機の負荷が変動する度に、一周期間の各ストローク推定
値及び各電流積分値に基づいて、圧縮機の機械的共振周波数を検出し、この検出された機
械的共振周波数によって、圧縮機の運転周波数を変化させることにより、圧縮機の運転効
率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】(Ａ)は本発明の第１実施形態による圧縮機のモータに印加される電流の位相、及
び圧縮機のストロークの位相を示すグラフである。　また、(Ｂ)は本発明の第１実施形態
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による圧縮機のモータに印加される電流の位相、及び圧縮機のストロークの速度の位相を
示すグラフである。
【図３】本発明の第１実施形態による圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明の第２実施形態による圧縮機のモータに印加される電流の積分値の位相、
及び圧縮機のストロークの位相を示すグラフである。
【図６】本発明の第２実施形態による圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートである
。
【図７】従来の往復動式圧縮機の運転制御装置の構成を示すブロック図である。
【図８】従来の往復動式圧縮機の運転制御方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　　比較器
　２０　　制御器
　３０　　電圧検出器
　４０　　電流検出器
　５０　　ストローク／速度演算器
　６０　　圧縮機
　７０、１００　　運転周波数基準値決定部

【図１】 【図２】



(15) JP 5048220 B2 2012.10.17

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(16) JP 5048220 B2 2012.10.17

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100082898
            弁理士　西山　雅也
(72)発明者  ユー　ジェ－ユー
            大韓民国，ギョンギ－ド，グワンミョン，ハアン－ドン，ゴチュン　ジュゴン　アパートメント　
            ４０４－２０５
(72)発明者  リー　チェル－ウーン
            大韓民国，ソウル，ドンジャク－グ，シンデバン－ドン，７０５，シンデバン　アパートメント　
            １０１－７０９
(72)発明者  スン　ジ－ウォン
            大韓民国，ソウル，ゲムチョン－グ，ドクサン　２－ドン，３７９－１

    審査官  柏原　郁昭

(56)参考文献  特開平０９－１１２４３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３８０５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－００５４９５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０４Ｂ　　３５／０４　　　　
              Ｆ０４Ｂ　　４９／０６　　　　
              Ｆ２５Ｂ　　　１／０２　　　　
              Ｈ０２Ｐ　　２７／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

